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発行 １９．１．１７ 

ＪＲ東労組  業務部 

・安全・安定輸送の確保は電気部門の使命であり今後も継続的に取り組む。 
・社員が不安に感じていることは受け止める。本社として支社・現場に説明をしてきたが、継続して 
説明していく。 
・二度と死亡災害、事故を起こさないよう再度捉え返し、不幸な事象の撲滅に向かっていく。 

・要員効果の規模が示されないため議論が深まらず問題意識は一致せず！ 
 

・在来線・新幹線それぞれに特化した教育を行う。なお、設計等の在・幹共通部分の内容に関しては
変わらない。 
・２０１９年は融合教育をしっかりやっていく。到達レベルは定例の検査ができるレベルと障害時の第１
陣として対応できるレベルを目指す。高度なレベルに関してはそれ以降と考えている。 
・TEMS研修のあり方については２０２０年までに整理をしたい。 
・融合教育のスケジュールは現場の実態を踏まえて前広に、技セ・支社に開示していく。 
・育成プランで、在・幹交流のための異動は考えていない。 
 

・本社が支社とパートナー会社を回って意見を聞いて現状を把握している。安全ルールの棚卸しにつ
いては着手しているが現場で実感できていない。また、事故・事象があって安全ルールが増えてい
る。ルールは簡素な方が良いと認識している。 

 

・夜間作業を減らしていくことを目指す。 
・出向先のプロパー社員と JRからの出向者で夜間作業の制限回数が異なるというのは水平分業の視
点で馴染まないという問題意識はあるが今回の施策時点で、JRからの出向者の夜間作業回数を 
年間概ね１２０回程度とした２００１年の議事録確認の考えは変わらない。 
・パートナー会社の夜間作業回数はパートナー会社ごとに決めるものだと主張するも、会社は発注側
（JR）から指示するべきではないと認識一致せず！ 
・作業間合いが短いため現場が苦労している！作業間合いが確保できれば夜間作業回数を抑えられる! 
・作業間合いの確保については貨物会社や関係する支社間で本社が主導してやっていく。 

 

第
３
項 


